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島根県特定非営利活動法人支援融資要綱 新旧対照表 

改 正 後 改 正 前 
第１条～第４条 〔略〕 

 

（融資条件） 

第５条 融資条件は、次のとおりとする。 

(１)・(２) 〔略〕 

 

(３) 融資利率 
年１．３２パーセントとする。ただし、国等の

つなぎ資金は、年１．５パーセントとする。 
 

(４)・(５) 〔略〕 

 

第６条～第 12 条 〔略〕 

 

附 則 

この要綱は、平成２２年５月１２日から施行する。 

この要綱は、平成２３年４月１日から施行する。 

この要綱は、平成２４年４月２日から施行する。 

この要綱は、平成２５年４月１日から施行する。 

この要綱は、平成２６年４月１日から施行する。 

この要綱は、平成２７年４月１日から施行する。 

この要綱は、平成２８年４月１日から施行する。 

この要綱は、平成２９年４月１日から施行する。 

この要綱は、平成３０年４月２日から施行する。 

この要綱は、平成３１年４月１日から施行する。 

この要綱は、令和 ２年４月１日から施行する。 

この要綱は、令和 ３年４月１日から施行する。 
この要綱は、令和 ４年４月１日から施行する。 
この要綱は 令和 ５年４月１日から施行する。 
この要綱は 令和 ７年４月１日から施行する。 
この要綱は 令和 ８年４月１日から施行する。 
 

第１条～第４条 〔略〕 

 

（融資条件） 

第５条 融資条件は、次のとおりとする。 

(１)・(２) 〔略〕 

 

(３) 融資利率 
年１．２４パーセントとする。ただし、国等の

つなぎ資金は、年１．５パーセントとする。 
 

(４)・(５) 〔略〕 

 

第６条～第 12 条 〔略〕 

 

附 則 

この要綱は、平成２２年５月１２日から施行する。 

この要綱は、平成２３年４月１日から施行する。 

この要綱は、平成２４年４月２日から施行する。 

この要綱は、平成２５年４月１日から施行する。 

この要綱は、平成２６年４月１日から施行する。 

この要綱は、平成２７年４月１日から施行する。 

この要綱は、平成２８年４月１日から施行する。 

この要綱は、平成２９年４月１日から施行する。 

この要綱は、平成３０年４月２日から施行する。 

この要綱は、平成３１年４月１日から施行する。 

この要綱は、令和 ２年４月１日から施行する。 
この要綱は、令和 ３年４月１日から施行する。 
この要綱は、令和 ４年４月１日から施行する。 
この要綱は 令和 ５年４月１日から施行する。 
この要綱は 令和 ７年４月１日から施行する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


